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議案
第１号

個人情報保護法施行条例の制定…法律の改正により、個人情報保護の各分
野の法律や地方公共団体の条例が一元化され、全国的な共通ルールのもと
で制度が適用されることに伴い、現行条例を廃止し、新たに条例を制定す
るもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 2号
個人情報保護審査会条例の制定…議案第 1 号の制定により廃止される現行
条例の中で規定していた個人情報保護審査会の設置などに関する事項を新
たに定めるもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 3号
公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例及び行政不服審査関係
手数料条例の一部改正…議案第 1 号の制定により廃止される現行条例の中
で規定していた関係法令および語句の整備をするもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 4号
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正…令和 5 年 4 月
1 日から施行される職員の定年延長制度に伴い、降級となる当該職員への
周知に関する規定の整備を行うため、改正をするもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 5号

職員定数条例の一部改正…農業集落排水事業の企業会計への移行に係る職
員の定数の制定および国保多古中央病院の企業会計法の全部適用に伴う名
称変更のほか、町長部局における専門職職員の積極的雇用や全体的な業務
量増加への対応に伴い、職員定数の改正をするもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 6号
税条例等の一部改正…地方税法等の一部を改正する法律等の未施行部分が
施行されることに伴い、上場株式などの配当所得および譲渡所得に係る課
税方式、申告方式などの改正をするもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 7号
国民健康保険税条例の一部改正…地方税法等の一部を改正する法律等が施
行され、医療分基礎課税額や後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額
が引き上げられたことに伴い、改正をするもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 8号 国民健康保険条例の一部改正…健康保険法施行令等の改正に併せた関係法
令の改正により、出産育児一時金の引き上げを行うため、改正をするもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 9号
学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正…常磐地区の学童利用
児童数の減少により今後の運営が困難であることなどから、常磐学童保育
所を廃止するもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第10号
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び放課後児
童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正…国
が定める基準や民法等の一部改正により、所要の改正をするもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第11号

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める
条例の一部改正…こども家庭庁設置法に伴う関係法令の整備に関する法律
により、子ども・子育て支援法、学校教育法、民法、児童福祉法の一部改
正に伴い、所要の改正をするもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 12号
病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定…病院事業の
経営形態を地方公営企業法の財務規定等の一部適用から全部適用へ移行す
ることに伴い、職員の給与の種類及び基準を定めるもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 13号
病院事業の管理者の給与及び旅費に関する条例の制定…病院事業の経営形
態を地方公営企業法の財務規定等の一部適用から全部適用へ移行すること
に伴い、管理者の給与及び旅費に関して必要な事項を定めるもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 14号
病院事業の設置等に関する条例等の一部改正…病院事業の経営形態を地方
公営企業法の財務規定等の一部適用から全部適用へ移行することに伴う、
関係条例の改正、国保多古中央病院に関する現行条例を廃止するもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 15号

一般会計補正予算（第 8 号）…廃止路線バス運行費補助金 103 万円、 
こども園一般備品（通園バス置き去り防止装置設置）140 万円など合計 
1 億 5,663 万 6 千円を追加し、補正後の予算総額を 80 億 289 万 6 千円と
するもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －
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第 16号
国民健康保険事業特別会計補正予算（第 4号）…一般被保険者療養給付費
1 億円、保健事業費補助金（人間ドック助成）300 万円など合計 1 億 6,815
万 3 千円を追加し、補正後の予算総額を 19 億 9,434 万 1 千円とするもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 17号

介護保険事業特別会計補正予算（第 4号）…地域密着型介護サービス給付
費（小規模多機能型居宅介護などの給付）7,000 万円の減額や、施設介護サー
ビス給付費（特別養護老人ホームなどへの給付）5,000 万円の増額など合
計 226 万 1 千円を追加し、補正後の予算総額を 16 億 9,320 万 2 千円とす
るもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 18号 後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2号）…市町村負担金保険料徴収分
834 万 4 千円を追加し、補正後の予算総額を 2 億 2,949 万 5 千円とするもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 19号

国保多古中央病院事業会計補正予算（第 5号）…収益的収入に県医療機関
物価高騰対策給付金 495 万円、県高齢者福祉施設等物価高騰対策給付金
140 万円など合計 9,968 万 8 千円を追加し、予定額の総額を 28 億 7,992
万 2 千円とするもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 20号

水道事業会計補正予算（第 4号）…収益的収入に一般会計繰入金 1,670 万
8 千円を追加し、予定額の総額を 3 億 7,285 万 2 千円とするもの。収益的
支出に取水場および浄水場の電気料 210 万円を追加し、予定額の総額を 
3 億 5,433 万 5 千円とするもの。資本的収入に工事負担金 717 万 7 千円を
追加し、予定額の総額を 718 万 2 千円とするもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 21号

令和 5年度一般会計予算…予算総額を 79 億 7,197 万 3 千円（前年度比
13.4％増）とするもの。主要事業は、観光振興事業、緊急盛土対策事業、
町道道路改良事業、公共交通事業、空港周辺環境対策事業、子ども等医療
扶助事業、学校給食費助成事業、地方創生事業、快適に暮らせるまちづく
り住宅関連事業など。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 22号

令和 5年度学校給食センター事業特別会計予算…予算総額を 2 億 182 万 
1 千円（前年度比 15.4％増）とするもの。炊飯器のオーバーホールやボイ
ラー更新工事、フードスライサーやコンテナの購入などにより増額を見込
むもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 23号
令和 5年度国民健康保険事業特別会計予算…予算総額を 18 億 9,012 万 
8 千円（前年度比 4.5％増）とするもの。保険給付状況などを踏まえ、保
険給付費の増額を見込むもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 24号
令和 5年度介護保険事業特別会計予算…予算総額を 16 億 2,543 万 3 千円

（前年度比 0.6％増）とするもの。第 8 期介護保険事業計画に沿い、保険給
付費の増額を見込むもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 25号
令和 5年度後期高齢者医療特別会計予算…予算総額を 2 億 3,226 万 5 千円

（前年度比 5.1％増）とするもの。負担割合の変更に伴う諸経費を踏まえ、
増額を見込むもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 26号 令和 5年度病院事業会計予算…収益的収入および支出を 28 億 5,894 万 
3 千円（前年度比 7.9％増）とするもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 27号
令和 5年度水道事業会計予算…収益的収入を 3 億 5,152 万 7 千円（前年度
比 0.7％減）、収益的支出を 3 億 3,834 万 5 千円（前年度比 0.5％減）とす
るもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 28号 令和 5年度農業集落排水事業会計予算…収益的収入を 1 億 8,535 万円、収
益的支出を 1 億 7,844 万 8 千円とするもの。

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

発議案
第 1号

議会の個人情報の保護に関する条例の制定…個人情報保護に関する法律の
改正により、議会が同法の適用除外となったことに伴い、議会が保有する
個人情報を適正に取り扱うため、新たに条例を制定するもの。

発議者　土井清司議員ほか 5 名

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第 2号
議会委員会条例の一部改正…委員会の所管を再編するとともに、名称を変
更するもの。　　

　発議者　土井清司議員ほか 5 名

可決
賛 12・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －
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